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第２章 安全で安心できる生活環境の保全 

第２節．大気環境の保全、騒音・振動・悪臭対策 

７．騒音・振動概況 

 ⑶ 騒音・振動発生源の改善等 

 

⑴ 事業目的 

騒音規制法及び振動規制法に基づき指定された規制地域内の特定工場等に対して、規制基準を順守

するよう指導、改善勧告・命令等を行うことで、生活環境を保全し、住民の健康の保護に資することを

目的としています。 

 

⑵ 取組状況 

 ① 特定工場等の騒音・振動対策 

騒音規制法、振動規制法に基づき、規制地域が指定されている７市の長は、特定工場等から発生

する騒音・振動が、規制基準に適合するように特定施設等の設置段階から指導を行うとともに、規

制基準を超えている特定工場等については、改善勧告、改善命令等を行うことができます。 

なお、住居と工場が混在するような地域では、その工場が騒音・振動公害の大きな要因になって

おり、工業団地の整備等による住工混在の解消等、土地利用の適性化が望まれます。 

② 建設作業の騒音・振動対策 

騒音規制法、振動規制法では、騒音・振動の大きさの基準、作業の時間や期間の制限が定められ

ています。７市長は特定建設作業の届出書が提出されると、内容を審査し周辺の生活環境の保全に

努めます。 

建設作業は比較的短期間で終了するのが通例で、場所等に代替性がない場合が多く、対策がとり

にくい部分がありますが、施工方法の改善、建設機械の低騒音化といった技術開発が進められてい

ます。 

 

    

   

   

 

 

 

所属名 問い合わせ先 

環境政策課 0852-22-6379 

【担当課】 


